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１
カ
月
に
支
払
っ
た
一
部
負
担
金
が

限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
申
請
に
よ
り

認
め
ら
れ
る
と
、
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
分
が
後
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
本
人
に
よ
る
申
請
が
困
難
な
場
合
、

代
理
人
に
よ
る
申
請
可
。
入
院
時
の
食

事
代
、
部
屋
代
な
ど
は
対
象
外
。
申
請

は
初
回
の
み　
■持
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証
、
印
鑑
、
本
人
名
義
の
預
金

通
帳　
■申
申
請
先
＝
保
険
年
金
課
、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
各
支
所　

■問
保
険
年
金
課（
☎
231
-１
３
０
６
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

資
格
者（
倒
産
、
解
雇
な
ど
の
事
業
主

都
合
に
よ
り
離
職
し
た
者
）か
特
定
理
由

離
職
者（
雇
用
期
間
満
了
な
ど
に
よ
り
離

職
し
た
方
）　
■内
対
象
者
の
前
年
給
与
所

得
を
１００
分
の
３０
と
し
て
保
険
料
を
算
定
。

高
額
療
養
費
な
ど
の
所
得
区
分
判
定
で

も
、
給
与
所
得
は
同
様
に
取
り
扱
い
ま
す
。

■持
最
新
の
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、

印
鑑　
■申
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。　

■問
保
険
年
金
課（
☎
2３１-

１
９
３
０
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

特
定
健
診
の
受
診
は
お
済
み
で
す
か

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
４０

歳
～
７４
歳
の
方
が
対
象

で
す
。
平
成
2４
年
度
に

す
で
に
受
診
し
た
方
、

国
保
人
間
ド
ッ
ク
を
利

用
し
た
方
は
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

受
診
券
を
紛
失
し
た
方
は
、
再
発
行
し

ま
す
の
で
連
絡
を
。

■料
４０
歳
～
６４
歳
＝
１
８
０
０
円
、
６５
歳
～

７４
歳
＝
１
４
０
０
円　
■申
市
内
の
協
力
医

療
機
関
へ
事
前
に
電
話
な
ど
で
確
認
を
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
2３１-

１
６
６
８
）

交
通
事
故
の
と
き
は
必
ず
国
民

健
康
保
険
な
ど
に
届
け
出
を

　
国
民
健
康
保
険
や
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
方
が
、

交
通
事
故
な
ど
第
三
者

か
ら
被
害
を
受
け
、
国

民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

口
座
振
替
で
国
民
健
康
保
険
料
の

支
払
い
を
希
望
す
る
方
へ

　
国
民
健
康
保
険
料
の
支
払
い
が
特
別

徴
収（
年
金
引
き
去
り
）と
な
っ
て
い
る

方
で
、
口
座
振
替
で
の
支
払
い
に
変
更

し
た
い
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
４

月
支
給
分
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
中
止

を
希
望
す
る
方
は
、
１
月
３１
日（
木
）ま

で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
特
別
徴
収
に
な
る
前
ま
で
納
付
書
で

支
払
い
を
し
て
い
た
方
は
、
事
前
に
金

融
機
関
で
口
座
振
替
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。

■持
印
鑑
、
保
険
証
、
口
座
振
替
依
頼
書

本
人
控
え（
以
前
納
付
書
払
の
方
の
み
）�

■申
保
険
年
金
課
、各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
、本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
2３１-

１
９
３
０
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

老
齢
年
金
の
源
泉
徴
収
票
を

送
付
し
ま
す

　
源
泉
徴
収
票
は
、
老
齢
基
礎
年
金
や

老
齢
厚
生
年
金
な
ど
の
老
齢
年
金
を
受

け
て
い
る
方
に
、
昨
年
中
に
支
払
わ
れ

た
年
金
の
総
額
や
年
金
か
ら
差
し
引
か

れ
た
所
得
税
な
ど
を
お
知
ら
せ
す
る
も

の
で
、
毎
年
１
月
下
旬
に
日
本
年
金
機

構
本
部
か
ら
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

老
齢
年
金
は
、
所
得
税
法
上「
雑
所

得
」と
し
て
扱
わ
れ
、
所
得
税
が
課
せ

ら
れ
ま
す
が
、
障
害
年
金
・
遺
族
年
金

は
課
税
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、

源
泉
徴
収
票
は
発
行
し
て
い
ま
せ
ん
。

■問
下
関
年
金
事
務
所（
☎
222-

５
５
８
７
）、

市
保
険
年
金
課（
☎
2３１-

１
９
３
１
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

非
自
発
的
失
業
者
の

保
険
料
軽
減
措
置
等

　
リ
ス
ト
ラ
な
ど
で
職
を
失
っ
た
非
自

発
的
失
業
者
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入

す
る
場
合
、
在
職
中
と
同
程
度
の
保
険

料
負
担
と
な
る
よ
う
保
険
料
が
軽
減
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
対
象
者
は
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。
す
で
に
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
非
自
発
的
失
業

者
や
、
再
離
職
後
も
該
当
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

■対
６５
歳
未
満
の
雇
用
保
険
の
特
定
受
給

を
使
っ
て
治
療
を
受
け
た
場
合
、
第
三

者
行
為
に
よ
る
被
害
届
が
必
要
で
す
。

■申
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課　
▽
給
付
係（
☎
2３１-

１

６
６
８
）　
▽
後
期
高
齢
者
医
療
係（
☎
2３１-�

１
３
０
６
）　
▽
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

後
期
高
齢
者
医
療
の
入
院
時
食
事

代
等
減
額
制
度
の
申
請
を

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
入
院

時
の
食
事
代
が
安
く

な
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
申
請
月
以
前
の

入
院
に
は
適
用
さ
れ

ま
せ
ん
。
事
前
に
申
請
を
。

■内
▽
適
用
期
間
＝
申
請
月
の
１
日
～
平

成
2５
年
７
月
３１
日　
■持
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
、
印
鑑
、
過
去
１
年
間

の
入
院
領
収
書
、
年
金
証
書（
老
齢
福

祉
年
金
受
給
者
の
み
）　

■申
保
険
年
金

課
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁

の
各
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
2３１-

１
３
０
６
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
年
金
基
金
の
加
入
相
談
会

　
国
民
年
金
基
金
は
、
国
民
年
金
に
上�

積
み
す
る
公
的
な
年
金
制
度
で
、
老
齢
基

礎
年
金
に
上
積
み
し
て
支
払
わ
れ
ま
す
。

■対
国
民
年
金
加
入
者
の
第
１
号
被
保
険

者（
自
営
業
者
・
学
生
な
ど
）　
■日
１
月

2４
日（
木
）午
前
１０
時
～
午
後
３
時　
■所

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

■問
国
民
年
金
基
金（
☎
０
１
２
０-

６５-

４
１

９
２
）、市
保
険
年
金
課（
☎
2３１-

１
９
３
１
）

  

相
　
談

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
浦
総
合
支
所

■日
１
月
１８
日（
金
）午
後
１
時
～
４
時

■定
６
人（
先
着
順
）　
■申
１
月
４
日
～
１８

日
に
、
電
話
で
豊
浦
総
合
支
所（
☎
７７2-

４
０
１
８
）へ
。

●
市
民
相
談
所

■日
毎
週
月
・
木
曜
日　
■定
１2
人（
先
着
順
）

※
職
員
に
よ
る
一
般
相
談
も
、平
日（
午

前
８
時
３０
分
～
午
後
４
時
３０
分
）に
受

け
付
け

■問
市
民
相
談
所（
☎
2３１-

３
７
３
０
）

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
無
料
相
談
会

　
事
前
に
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
へ
相

談
後
、
予
約
を
受

け
付
け
ま
す（
面
接
の
み
）。

■対
市
内
在
住
の
方　

●
消
費
生
活
弁
護
士
相
談

■日
１
月
１１
日（
金
）午
後
１
時
～
４
時

●
多
重
債
務
司
法
書
士
相
談

■日
１
月
１０
・
2４
日　
午
後
２
時
～
５
時

■定
各
６
人（
先
着
順
）

■申
■問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

�

（
☎
2３１-

１
２
７
０
）

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

■日
１
月
７
日（
月
）午
前
９
時
１５
分
～
午

後
２
時
４５
分　
■所
ド
リ
ー
ム
シ
ッ
プ
会

後
期
高
齢
者
医
療
の

高
額
療
養
費
支
給
申
請


